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１．運営事業者の募集について
（１）募集の目的

旧与謝野町食と健康の拠点施設（以下、「本施設」という。）は、与謝野町を中心に生産
される農林産物等を活用し、中長期的に滞在しながら健康を回復する施設として、都市住
民との交流の促進や町の農業振興を図ることを目的として設置されました。

本施設は、指定管理者制度を活用して運営をしてきましたが、行政財産であるための運
営上の制約や、コロナ禍等の影響などによって継続した運営が困難となり、令和４年度末
をもって一時休館（機能停止）となっています。

今回の募集については、民間活力による施設の再開を図るべく、公募による民間からの
事業提案と官民対話によって策定した「与謝野町食と健康の拠点施設利活用計画（以下
「利活用計画」という。）」を基本方針として、施設等の貸与を受けて運営を行っていただ
ける事業者を公募により広く募集するものです。

（２）基本方針
この要項の基本方針については、別添「利活用計画」を参照してください。

２．施設の概要
（１）施設の概要

（２）管理区域及び活用区域（別図参照）
①管理区域：運営事業者が維持管理を行う区域を指します。
②活用区域：運営事業者が設計した運営事業計画により活用できる区域を指します。た

だし、運営事業計画に活用区域外の管理区域を含めることも可能です。

施設の名称 現名称：旧与謝野町食と健康の拠点施設（通称：リフレかやの里）
※選定後に当該運営事業者が施設の名称を決めることが可能です。

施設の位置付け 行政財産以外の公有財産（普通財産）の不動産

所 在 地 京都府与謝郡与謝野町字金屋１７３０番地ほか

竣 工 年 月 平成１０年９月（平成２３年度リニューアル）

本 館 面 積 １,３８４.４８㎡

庭 園 面 積 １３,５４８.００㎡

チップボイラー棟 ３９.３１㎡

主 体 構 造 本館（鉄骨造一部鉄筋コンクリート造 地上１階･地下１階建）
チップボイラー棟（木造平屋）

構成諸室等 本館（レストラン･浴場・客室）、庭園、ハーブガーデン、
第２駐車場（２５台）、第３駐車場（３０台）



３．施設の貸与条件等

①～③の不動産及び動産等は現状渡しでの貸与（無償）になります。

４．運営内容に関する条件等

①土地・建物 貸与（無償）
※与謝野町議会の議決により正式な決定となります。

②構築物・付帯設備等 貸与（無償） 同上

③備 品 等 運営事業者が必要とする本施設に属する備品及び消耗品等に
ついては、無償で貸与又は譲渡します。
※不要物については町で処分します。

④貸与期間 貸与（無償）期間は、提案の事業運営計画を基に決定します。
ただし、最大貸与（無償）期間は、使用貸借契約の当初年度か
ら１０年度目の令和１７年３月末日までとします。

⑤施設の改修等 運営事業計画に基づく必要な新築、増築、模様替え、改築、補修、
修繕、解体、構築物整備等の工事については、町が認める範囲で
許可します。また、第５項で示す「施設整備事業（支援）」の活
用も可能です。
貸与（無償）期間満了時における現状復旧については、協議の
上、使用貸借契約書又は協定書で詳細の取り決めを行います。

⑥リスク分担 貸与（無償）物件及び運営に係る詳細な取り決めは、使用貸借
契約書及び協定書で定めますが、別紙１「リスク分担表」を基
本とします。

⑦そ の 他 使用貸借契約期間内に本施設の譲渡に係る検討、協議に参加
していただきます。

①事業内容 飲食及び宿泊等のサービスの提供

②事業目的
（施設利活用目的）

下記の事業目的（施設活用目的）を踏まえ運営を行ってください。

１）都市農村交流の促進及び、関係・交流人口の増加
積極的に都市部など町外から人を呼び込み、与謝野町や地域の

魅力を発信・紹介し、観光や体験等により継続して来町や交流を
持つことができる場所を提供することにより、与謝野町の関係・
交流人口の増加を図る。

２）農村地域の振興
本施設の活用及び周辺施設等との連携により、地域の事業者等

との交流を通じた農村コミュニティ社会と地域文化の維持発展へ
の貢献を図る。

３）地域経済循環
本施設の運営に当たり、与謝野町中小企業振興基本条例及び地

域経済分析結果を重視し、地域内での経済循環の視点を持った経
営による地域経済の活性化を図る。



５．運営に関する支援
事業の実施にあたって下記の補助制度の活用が可能です。

※補助期間は、施設整備事業は令和７年度限り、経営支援事業から販路開拓・プロモーショ
ン・商品開発事業は事業開始から３ヶ年度活用できます。

※施設整備事業は浴場棟の改修等に活用はできません。
※詳細は旧与謝野町食と健康の拠点施設運営支援事業費補助金交付要綱のとおり。

③事業企画・計画

運営事業計画書（様式第３号）の作成にあたっては、下記の２点
を遵守し、②事業目的を基本として柔軟な発想で提案をして下さ
い。
１．飲食及び宿泊などの機能を有すること、もしくは飲食の機能を

有し、事業計画内で宿泊機能を開設する計画があること。
２．各種関係法令を遵守し、公序良俗に反することがないこと。

事業区分 補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助上限額

施設整備事業

建築物（建築物と不可
分となっている機能を
有する設備を含む。）
の新築、増築、模様替
え、改築、補修、修

繕、解体撤去及び構築
物等の整備に係る事業

建築費、改修費、修繕
費、建物に付随する設
備に要する経費、設計
監理委託費、解体撤去
処分費、用地造成費、外
構工事費及び原材料費

10/10 38,700 千円

経営支援事業 経営指導、経営分析
等に係る事業

報償費、旅費交通費及
び外部委託費

1/2 1,000 千円

雇用・人材育成
事業

求人活動、社員研修、
資格取得、受講料等
に係る事業

報償費、旅費交通費、外
部委託費、受講料、使用
料及び賃借料

販路開拓・プロ
モーション・商
品開発事業

施設及び運営内容の
広報宣伝、マーケテ
ィ ン グ 調 査 及 び 集
客、商品開発等に係
る事業

広報費、旅費交通費、外
部委託費、通信運搬費
及び印刷製本費

施設保全事業

活用区域（利活用計
画に掲げる活用区域
をいう。）外の区域の
管理に係る事業

外部委託費、原材料費、
備品購入費、燃料費及
び消耗品費

10/10 300 千円



６．申請の手続き
（１）申請資格

申請資格は、協定及び使用貸借契約期間中、施設を円滑に管理運営できる法人また
はその他の団体であって、次のいずれにも該当しないものとします。

① 法律行為を行う能力を有しないもの。
② 破産者で復権を得ないもの。
③ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項（同項を準用する場合を含む。）の規定によ

り、本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの。
④ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定の取消しを受けたことがある

もの。
⑤ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定の取消しを受けたことがない

法人等であること。
⑥ 国税及び地方税を滞納しているもの。
⑦ 会社更生法、民事再正法等に基づく手続を行っているもの。
⑧ 団体又はその代表者が本施設を運営するにあたって、関連する法規に違反するとし

て関係機関から認定された日から２年を経過しないもの。
⑨ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に掲げる暴力団及びこれらの利益となる活動を行うもの。
⑩ 代表者又は役員が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２

条第２号に掲げる暴力団をいう。）であるもの。
⑪ 団体の経営に暴力団員が実質的に関与しているもの。
⑫ 代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の３若しくは第１９８条の規定に違反

するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年
を経過しないもの。

⑬ 団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又
は第８条第１項第１号の規定に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定
された日から２年を経過していないもの。

（２）申請条件
① 本施設の運営について必要な知識と経験、各種資格や許認可等を有する、又は、運

営開始までに取得する予定であるなど、施設貸与期間中において、本施設の管理運営
を円滑に行うことができる法人又は団体であること。

② 複数の団体が共同事業体を構成して申請する場合は、あらかじめ共同事業体結成の
協定書により定められた代表者（他の法人等は構成員）が申請手続を行うこと。

（３）申請書類
下記の書類のうち該当する書類について、正本１部、副本１部（副本は複写可）を

提出してください。
① 旧与謝野町食と健康の拠点施設運営事業者応募申請書（様式第１号）
② 旧与謝野町食と健康の拠点施設運営事業者応募申請申立書（様式第２号）
③ 旧与謝野町食と健康の拠点施設運営事業計画書（様式第３号）



本要項の第４項及び利活用計画を踏まえたものとしますが、申請者の経営方針
により、自由な発想に基づいた計画として構いません。ただし、審査基準は別紙
３「旧与謝野町食と健康の拠点施設運営事業者選考審査基準」のとおりですので
留意してください。

④ 財務計画書（様式第４号）
⑤ 法人（団体）の概要書（様式第５号）
⑥ 申請資格がある旨の誓約書（様式第６号）
⑦ 共同事業体協定書兼委任状（様式第７号）※該当者のみ
⑧ 共同事業体連絡先一覧（様式第８号）※該当者のみ
⑨ 現地説明会参加申込書（様式第９号）※希望者のみ
⑩ 質問書（様式第１０号）※希望者のみ
⑪ 確約書（様式第１２号）

（３）申請書等の提出
① 募集要項等の配布期間 令和７年４月２５日（金）～令和７年７月１１日（金）
② 申請書受付期間 令和７年５月７日（水）～令和７年７月１１日（金）

※閉庁日除く
③ 受付時間 午前８時３０分～午後５時まで

・郵送の場合は最終日の午後５時必着のこと。
・電子メール、FAX での提出は認めません。
・提出いただいた申請書類に不備のある場合は申請受付期間内に限り、再

度提出することができます。申請受付終了後に、申請書類の不備がある
ことが判明した場合には、選定審査の対象から除外します。

（４）質問等に関する事項
申請書類のうち「旧与謝野町食と健康の拠点施設運営事業計画書（様式第３号）」に

係る問合せは別紙「質問書（様式第１０号）」にて対応します。

① 受付期間 令和７年５月１２日（月）～令和７年６月１１日（水）
② 提出方法 所定の様式によりメールでお願いします。

メールアドレス：norinkankyo@town.yosano.lg.jp
③ 提 出 先 与謝野町役場農林環境課（加悦庁舎）

電話 ０７７２－４３－９０２３
④ 回答期間 令和７年５月１２日（月）～令和７年６月１８日（水）
⑤ 回答方法 受付けた質問については、申請書提出者及び質問書提出者の全者にメ

ールで回答します。最終回答日は上記のとおり令和７年６月１８日
（水）としていますが、それまでの間は適宜回答をする予定です。

（５）現地説明及び内覧の実施
① 説明会日時 令和７年５月２１日（水）午前９時

～令和 7 年 6 月２０日 午後３時まで
② 説明会々場 旧与謝野町食と健康の拠点施設内



（京都府与謝郡与謝野町字金屋１７３０番地）
・現地説明会参加申込書（様式第９号）を、開催日の前開庁日正午までに農林環境

課へ提出してください。説明会出席者は１団体３名までとします。
・申込みがない場合は実施しません。

（７）費用負担
申請及び審査に際して申請に係る費用については、すべて申請者の負担とします。

（８）申請書類等の情報公開
運営事業者に関する情報について関係所管課に対して情報公開請求があった場合

は、透明性確保の点から提出された書類について開示する場合があります。

（９）申請の辞退
申請者の都合により、申請を辞退する場合は、令和７年５月１５日（木）までに辞

退届（様式第１１号）を提出してください。

７．運営事業者の選定等
（１）運営事業者の選定

① 審査方法
ア 審査委員会は申請書提出期限後、その内容に基づきプレゼンテーションしていた

だき、その後にヒアリングを実施します。
イ 運営事業者の選定に当たっては、提出のあった申請書類及びプレゼンテーション

の内容、ヒアリング結果等を踏まえ、審査委員会が次項の評価基準に照らし慎重に
審査を行います。

② 次の要件に該当した場合は審査の対象から除外します
ア 申請資格・条件を満たさない場合
イ 申請書類に不備があることが判明した場合
ウ 本要項の規定を満たさない場合
エ 審査に関する不当な要求等を申し入れた場合
オ 提出書類に虚偽又は不正があった場合
カ 本要項に違反又は著しく逸脱した場合
キ 提出書類等の提出期日を経過してから提出書類等が提出された場合
ク 複数の申請を行い、又は複数の事業計画書を提出した場合
ケ その他不正行為があった場合
② 審査結果
ア 町長は審査委員会の報告を参考にし、最も適当であると認められる内容の申請を

した民間企業又は団体を運営事業者として決定し、結果については申請者全員に書
面で通知します。運営事業者の選定には６０%以上の評価点の取得が必要となりま
す。

イ 使用貸借契約書及び協定書を締結するまでの間に運営事業者に決定することが著
しく不適当と認められる事情が生じたときは、選定されなかった申請者のうち審査



において次点となった団体から順に運営事業者を選定することがあります。

（２）評価基準
① 安定的な事業運営ができる団体であること。
② 運営事業計画の内容が、事業目的（施設利活用目的）及び適切な維持管理に繋がる

ものであること
③ 運営事業計画に沿った安定して経営を実行する物的能力及び人的能力を有している

ものであること
④ 地域の特性を活かし、地域や関係団体等と連携した取組みができる団体であること

※具体的な審査基準については、別紙３「選定審査基準」を参照してください。

８．運営事業者決定後の手続き
（１）協定書の締結

運営事業者の決定後に本施設の運営に関し包括的な事項を定めた使用貸借契約書及び
協定書を締結します。

（２）運営状況ヒアリング及び随時監査
町は使用貸借契約及び協定期間中において、適当と認める時期に運営状況ヒアリング

を実施します。この時、ヒアリングの内容について事前に書面等で通知を行います。ま
た、町が必要と判断した場合に随時監査を実施します。

（３）年次事業計画書の作成・提出
運営事業者は、事業年度の前年２月末までに次年度の年次事業計画書を町に提出して

いただきます。

９．スケジュール
募集及び審査スケジュール（予定）は、以下のとおりです。
① 令和７年４月２５日（金） 募集要項の配布開始

※町ホームページからダウンロードが可能です。
② 令和７年５月７日（水） 応募申請書受付開始（7 月 11 日（金）まで）
③ 令和７年５月１２日（月） 質問受付開始（6 月 11 日（水）まで）
④ 令和７年５月２１日（水） 現地説明及び内覧

※随時受付（6 月 20 日（金）まで）
④ 令和７年７月１１日（金） 応募申請書提出期限
⑤ 令和７年８月上旬 プレゼンテーション及びヒアリング（別途通知による）

運営事業者の決定及び公表
⑥ 令和７年８月下旬 土地・建物使用貸借契約の仮契約締結
⑦ 令和７年９月中旬 与謝野町議会９月定例会において、施設の無償貸付に関する

議案上程及び審議
⑧ 令和７年９月下旬 土地・建物使用貸借契約書及び協定書の締結（本契約）
⑨ 令和７年１０月 運営事業者による施設活用の開始

※あくまでスケジュールは予定であり、前後する可能性がございますことをご承知おきく



ださい。

１０．問合せ先等
申請書類等の問合せ先及び申請書提出先
① 申請に係る問合せ先及び申請書提出先

与謝野町役場農林環境課（加悦庁舎）
住 所 〒６２９−２４９８ 京都府与謝郡与謝野町字加悦４３３番
電 話 ０７７２−４２−９０２３
担当者 農林環境課 荒木

② 様式及び資料のダウンロード
この募集要項に関係する様式及び資料は、町のホームページからダウンロードする

ことができます。
③ 提出された書類の取扱い

原則、提出された書類は返却しません。



別紙１ リスク分担表

施設の改修及び修繕等の実施及び費用負担区分

※ 管理運営事業者は、建物の改築又は修繕、構築物の新設等又は修繕、機械装置の新
設等又は修繕及び備品の購入等に当たっては、原則としてあらかじめ町と協議し、
承認を受けなければならない。

区
分 項目 内容

実施区分
説明、区分の考え方

町 事

１
建
物

①新設等 新営建物 ○ 事業者から申し出があり町が許可した
場合設置が可能

②改築又は大規模
修繕

躯体、基礎、
軸組、鉄骨部
分、小屋組等
の取替え

△ △

建築基準法施行令第１条に規定する「構
造耐力上主要な部分」については、所有
者である町が管理すべきものであるた
め、必要に応じて町が行う。
その他については事業者が実施する

③上記以外の修繕 ○

性能や機能が向上したり、耐用年数が延
びたりする支出（＝資本的支出）や本来
の効用持続年数を維持するために支出
される費用

２
構
築
物

①新設等 ○ １－①と同じ

②修繕 ○ １－③と同じ

３
機
械
装
置

①新設等 ○ １－①と同じ

②修繕 ○ １－③と同じ

４
工
具
器
具
備
品

①購入 ○ １－①と同じ

②資本的支出及び
修繕

○ １－③と同じ

③上記以外の修繕 ○
本来の効用持続年数を維持するために
支出される費用であるため運営事業者
者が実施する。

５上記以外の建物、構
築物、機械装置、工具
器具備品の改築・改
造等

いわゆる「模
様替え」等 ○

運営事業者が事業運営のため、効用が増
した部分について、将来にわたってその
権利を主張しないことが条件。

６契約終了時の原状回

復

建物の除却、

建物及び土地

の返還

〇
町が必要と求めたとき、貸付物件等を原

状に戻す



運営面等におけるリスク分担

※ 本表に定める事項で疑義がある場合又は定めのないものについては、与謝野町と運営
事業者が協議のうえ決定することとする。

種 類 内 容
負 担 者

町 事

周辺地域・住民への対応

地域との協調 ○
施設管理、運営業務内容に対する住民からの反対、
訴訟、要望への対応 ○

上記以外 ○

法令の変更
施設維持に影響を及ぼす法令変更 ○

運営事業者に影響を及ぼす法令変更 ○

税制度の変更
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○

一般的な税制変更 ○

政治、行政的理由による事
業変更

政治的・行政的理由から、施設管理、運営業務の継
続に支障が生じた場合又は業務内容の変更を余儀
なくされた場合の経費及びその維持管理費におけ
る当該事情による増加経費負担

協議 により
定める。

不可抗力

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、
騒乱、暴動その他町又は指定管理者のいずれの責め
にも帰することにできない自然的又は人為的な現
象）に伴う施設設備の修復による経費の増加及び事
業履行不能

○

書類の誤り
協定書・契約書等町が作成の責任を持つ書類の誤り ○

運営事業計画書等における運営事業者が提案した
内容の誤りによるもの ○

資金調達 事業運営に必要なもの ○

施設・設備の損傷

運営事業者の故意又は重大な過失によるもの ○
当初使用貸借契約時点において施設・設備の設計・
構造上の原因によるもの ○

経年劣化、第三者の行為から生じたもので相手方が
特定できないもの ○

資料等の損傷 運営事業者として注意義務を怠ったことによるも
の ○

第三者への賠償
運営事業者として注意義務を怠ったことにより損
害を与えた場合 ○

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○

セキュリティ 警備不備による情報漏えい、犯罪の発生等 ○

事業終了時の費用
運営事業者の業務の期間が終了した場合における
事業者の撤収費用 ○

指名の取消し又は業務の停止による経費 ○



別紙２

申請書類一覧

該当する書類について、正本１部、副本１部（副本は複写可）を提出してください。
様式について指定したもの以外は、任意様式になっています。
提出書類の様式番号欄に番号が記載されていないものについては、別紙様式に表題、項

目番号、内容等を記載してください。
共同事業体で申請する場合、様式第１号、第３号から第 11 号及び指揮系統がわかる組

織図については、共同事業体として内容を記載したものを提出し、それ以外の書類につい
ては構成団体ごとに提出してください。

１ 応募申請書等

２ 運営事業の計画

（１） 事業運営に関する事項

（２） 事業内容に関する事項

様式番号 申 請 書 類 記載内容等 備考

様式第１号 旧与謝野町食と健康の
拠点施設運営事業者応
募申請書

運営事業者募集対する応募申請書

様式第２号 旧与謝野町食と健康の
拠点施設運営事業者応
募申請申立書

提出書類のうち該当のない書類の名称と該
当のない理由について申し立てをするもの

様式番号 申 請 書 類 記載内容等 備考

様式第３号 ①事業目的を踏まえた
総合的な事業運営方
針

事業目的を踏まえた総合的な事業運営の方
針について記載してください。

様式第３号 ② 事 業 運 営 意 欲 ・ 抱
負・理念等

事業運営に向けた意欲及び抱負・理念等を記
載してください。

様式番号 申 請 書 類 記載内容等 備考

様式第３号 ①事業内容 本施設で運営する事業を産業分類ごとにす
べて記載してください。

様式第３号 ②都市農村交流の促進
及び、関係・交流人口
の増加に関する方策

与謝野町の関係・交流人口の増加を図るため
の事業運営の手法について記載してくださ
い。

様式第３号 ③農村地域の振興に関
する方策

農村コミュニティ社会と地域文化の維持発
展に貢献できる事業運営の手法について記
載してください。

様式第３号 ④地域経済循環に関す 地域内での経済循環の活性化を図るための



（３）運営に関する事項

（４） 実施体制に関する事項

（５） その他の事項

る方策 手法について記載してください。

様式第３号 ⑤地域や関係団体との
連携

事業運営に当たり、地域や関係団体との連
携の考え方について記載してください。

様式第３号 ⑥事業企画・計画 本施設で実施する事業の内容を具体的に記
載してください。

様式番号 申 請 書 類 記載内容等 備考

様式第３号 ①施設の維持管理の考
え方

施設の的確な維持管理と管理水準向上のた
めの方策について記載してください。

様式第３号 ②危機管理・安全対策
について

ア 通常時からの安全対策（日常の警備及び
事故防止、防災対策）について具体的に記
載してください。

イ 施設内の事故発生時等における危機管
理（緊急時の連絡体制、役割分担等）につ
いて具体的に記載してください。

様式第３号 ③個人情報の保護につ
いて

個人情報の管理体制について記載してくだ
さい。

様式番号 申 請 書 類 記載内容等 備考
様式第３号 ①本部と現地の管理体

制（責任体制）
運営事業を実施するための管理体制につい
て記入してください。また、本部と現地との
業務実施体制（業務、人員配置等）がある場
合、組織図や一覧表等で記載してください。

本部が
別施設
等にあ
る場合

様式第３号 ② 現 地 職 員 の 配 置 計
画

組織図や一覧表等で記入（有資格者の配置が
必要な場合は有資格者である旨を記載して
ください。）するとともに、勤務ローテーショ
ンを別表で示してください。また、必要な人
員の任用計画を記載してください。

様式第３号 ➂人材の育成計画 運営事業に携わる職員の研修計画等につい
て記載してください。

様式第３号 ④トラブル、苦情処理
の方策

トラブル、苦情処理等への対応の方策につい
て記載してください。

様式番号 申 請 書 類 記載内容等 備考

様式第３号 ①環境への配慮につい
て

環境配慮に向けた考え方及び取組みについ
て具体的に記載してください。



３ 財務計画書

４ 団体に関する書類

様式番号 申 請 書 類 記載内容等 備考

様式第４号 ①初期費用計画

②運転資金計画

③売上計画

④損益計画

⑤ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計画

⑥資金調達計画

⑦財務諸表の予測

⑧リスク管理計画

⑨その他計画

①運営開始までの初期投資計画

②事業運営に必要な資金計画

③事業収益予測

④損益分岐点分析

⑤現金収支の計画

⑥運営開始までの資金調達計画

⑦損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロ
ー計画書

⑧財務面のリスク対応に関する計画

⑨その他説明に必要な計画

① ～ ⑨
の 申 請
書 類 に
つ い て
は 任 意
様 式 で
の 提 出
も 可 と
する。

様式番号 申 請 書 類 記載内容等 備考

様式第５号 法人（団体）の概要書 （１）沿革、事業内容等
既存のもので可。ただし、時系列で記載
し、事業内容について具体的に記載され
ているもの。

（２）財政状況
直近過去３年間について記載してくだ
さい。

－ 法人登記簿謄本 募集日以降に交付されたものを提出してく
ださい。
＊法人以外の団体の場合は、代表者の身分証
明書を提出してください。

原 本 に
限る

－ 定款等 定款、寄附行為その他これに類する書類で最
新のものを提出してください。
＊法人以外の団体の場合は、団体の設立を定
めた規約その他これに類する書類を提出し
てください。

－ 役員名簿 最新のものを提出してください。団体の役員
が他団体の役員を兼ねている場合は、その団
体名と役職を記入してください。

－ 団体概要に関する書類 申請書を提出する日の属する事業年度の事
業計画及び過去２か年の事業報告書を提出
してください。なお、設立趣旨、事業内容の
パンフレット等、団体の概要がわかるものを
作成している場合は添付してください。



－ 納税証明書 「法人税」、「消費税」、「地方消費税」、「都道
府県税」、「市町村税」の滞納のない証明書又
は直近過去３か年分の納税証明書を提出し
てください。
＊法人税、消費税、地方消費税は税務署発
行の納税証明書「その3 の3」を提出してく
ださい。

－ 貸借対照表等 ・株式会社等の場合は、過去３か年分の貸借
対照表、損益計算書及び付属書類（販売費及
び一般管理費の明細、その他人件費が含まれ
る費用があればその明細）
・公益法人等の場合は、過去３か年分の貸借
対照表、収支計算書及び財産目録
・その他の団体の場合は、申請書を提出する
日の属する事業年度の収支予算書、過去２か
年の収支決算書及び財産目録並びに代表者
の主な経歴を提出してください。
＊指定申請書を提出する日の属する事業年
度に設立された団体は、設立時のものを提出
してください。

－ 現在の組織・人員体制
を示す書類

・人員表
各決算期末の常勤役員数、従業員数、非常勤
従業員数（パートタイマー、アルバイト）。な
お、非常勤職員数は７．５時間で一人と換算
してください。

・指揮系統がわかる組織図
・就業規則、経理規則、給与規定等（最新の
ものを提出してください。）

－ 情報公開に関する規程
又はこれに類する書類

情報公開規程等

－ 個人情報保護に関する
対応について記載した
書類

個人情報保護規定等

－ マニュアル関係（作成
している場合のみ）

・要望（苦情）対応マニュアル等
・環境保護に関する対応マニュアル等
・安全管理・危機管理・事故対応マニュア

ル等
・情報管理（情報セキュリティ）対応マニュ

アル等
＊最新のものを提出してください。



５ その他

６ 施設改修等の希望について

事業運営に伴い施設の改修、補修、模様替え等の計画がある場合、その概要について任
意の様式で提出してください。施設の図面等の資料が必要な場合は問合せ先にご連絡くだ
さい。

様 式 申 請 書 類 記載内容等 備考

様式第６号 申請資格がある旨の誓
約書（法人等）

運営事業者募集要項に定めた申請資格・条件
を確認して提出してください。

様式第７号 共同事業体協定書兼委
任状

共同事業体を結成し、町との間における権
限を代表に委任して申請する場合提出して
ください。

様式第８号 共同事業体連絡先一覧 共同事業体で申請する場合に提出してくだ
さい。

様式第９号 現地説明会参加申込書 この申込書は、現地説明会開催の前日（正
午）までに与謝野町役場農林環境課に届く
ように提出してください。

様式第 10 号 質問書 質問書の提出期限は、令和７年４月１８日
（金）までです。

様式第 11 号 辞退届 運営事業者の申請を辞退される場合に提
出してください。

様式第 12 号 確約書 施設の運営事業者の申請に当たり必要な
取り決めをおこなう場合に提出してくだ
さい。



別紙３

選定審査基準

運営事業者の審査・選定は「旧与謝野町食と健康の拠点施設運営事業者選定審査委員会
（以下「審査委員会」という。）」において行います。

（１）審査委員会による審査方法
① 審査委員会において、申請事業者を対象にプレゼンテーション及びヒアリングを実

施し、提案書類の内容、プレゼンテーション及びヒアリングの結果により審査を行
い、合計点数が最も高い事業者を運営事業者の候補者として選定し、それに次ぐもの
を次点者として選定します。

② 審査項目ごとの配点は、下表の「評価基準表」の通りとし、委員 1 人あたり１７０
点満点とします。

③ 上位者の合計点数が同点となった場合は、選定委員長の意見を尊重し決定します。
④ 運営事業者の選定に当たり、最低限必要な合計点数は全体の 6 割とします。なお、

審査対象事業者が 1 者となった場合でも審査は実施し、合計点数が全体の 6 割未満の
場合は運営事業者の選定は行わないものとします。

【評価基準表】

区分 項目 審査の視点・内容

①事業内容に
関する事項
（８０点）

事業目的について 事業目的（施設活用目的）を踏まえた事業運営計
画となっているか

地域や関係団体などとの
連携

地域や関係団体、事業者などとの連携が図れてい
るか、またはその予定があるか

事業運営計画について 事業運営計画の内容等が具体的、現実的であるか

財務計画について 具体的、現実的な財務計画であるか。また、事
業運営計画と整合が図れているか。

②実施体制に
関する事項

（３０点）

有資格者及び適切な人員
配置について

施設運営に係る法令等に則した有資格者の配置が
されているか。過去に飲食業及び宿泊業の経営経
験があるなど、実績を有しているか。経験がない
場合、従業員等の経歴で遅滞なく運営できる計画
及び体制を有しているか

組織内のガバナンスにつ
いて

組織内のガバナンスが取れる体制か



（２）審査方法等
事業者による提案内容のプレゼンテーションは以下のとおり行います。

（３）選定結果の通知および公表

選定結果は、提案書類を提出した全参加者に文書にて通知します。また、運営事業候補

者について、与謝野町ホームページで公表されます。

③申請団体に
関する事項
（２０点）

経営安定性について 事業運営を持続できる安定的な経営基盤を有して
いるか

同種の施設運営業務の実
績について

同種の施設運営業務の実績があるか

④事業運営に
関する事項

（４０点）

施設・設備の維持管理の計
画について

施設の維持管理と管理水準向上のための方策を講
じているか

日常の警備及び事故防止、
防災に関する対策につい
て

日常の警備及び事故防止、防災に関する対策は適
切か

緊急時の連絡体制、役割分
担等の取り決めについて

緊急時の連絡体制、役割分担等の取り決めや役割
は適切か

個人情報保護に関する制
度の理解及び体制につい
て

個人情報の保護に関する制度を理解し、体制を整
備しているか

日時 令和７年８月上旬 ※応募があった事業者に対し詳細をお知らせいたします。

場所 与謝野町役場 元気館 2 階 視聴覚室

その他 プレゼンテーションに当たっての留意事項は以下のとおりとします。
・説明者は 1 事業者につき３名以内の参加とします
・プレゼンテーションは事前申請があった書類を使用して行うものとし、追加

補足等の資料の提出は認めないものとする
・持ち時間はプレゼンテーション３０分程度、質疑応答ヒアリング３０分程度

を含め１時間程度とします



与謝野町食と健康の拠点施設 管理活用区域図

食と健康の拠点施設

第３駐車場

　…… 管理区域
　　　　　　　　

　…… 活用区域

第２駐車場

チップボイラー棟

第１駐車場
※第１駐車場
は活用できま

せん。

別図


